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   開     議 

 

 

○安部 隆委員長 おはようございます。 

 これから昨日に引き続き、予算特別委員会を

開きます。 

 本日の会議に欠席の通告委員はございません。

よって、ただいまの出席委員は定足数に達して

おります。 

 

 

 平成２４年度長井市一般会計補正予 

 算第１号に関する総括質疑 

 

 

○安部 隆委員長 それでは、昨日に引き続き予

算総括質疑を続行いたします。 

 順次、ご指名いたします。 

 

 

 髙橋孝夫委員の総括質疑 

 

 

○安部 隆委員長 順位７番、議席番号13番、髙

橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 おはようございます。 

 私は、市民生活の向上を願いながら総括質疑

を行います。通告をしております３点について

質問申し上げますので、明確な答弁をいただき

ますようにお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、ふるさと交流定住事業につい

てです。昨日の我妻委員の質問と重複をしてお

りますけれども、できるだけ簡潔にお伺いした

いと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 この事業展開の是非については、私も大いに

期待をしている事業でありまして、中途半端で

はなくて、きちっとした内容の構築と推進体制

を明確にして進めてほしいと考えています。特

に３月定例会で私は、宅地開発事業よりも各町

内会などへの移住の紹介などがまちづくりのた

めには必要と申し上げてきました。ずっと考え

てきたこと、このことを進めるために、私の考

え方も申し上げて、一緒に取り組みを進めたい

と考えているところですので、あわせてお願い

をしたいと思います。 

 昨日、企画調整課長から、この事業の概要に

ついてお話がありましたが、今年度は財団法人

地域活性化センターの助成事業として大きく５

つの委託事業を展開することと、また５つの委

託外事業を行って、取り組みを本格化するため

の諸準備に入るという段階なんだろうととらえ

ているところです。 

 そこで、まず行政として、どこが中心になっ

て取り組んでいくのかについて、お伺いをした

いと思います。今年度行う５つの委託事業で収

集した各種データや、あるいは構築するポータ

ルサイトなどの管理はどこで行うのか。それら

を駆使して具体的に取り組みを進めていくとこ

ろ、いわばこの業務の所管するところはどこに

しようと考えておられるのか、まず企画調整課

長からお聞かせをいただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 遠藤健司企画調整課長。 

○遠藤健司企画調整課長 髙橋孝夫委員のご質問

にお答え申し上げます。 

 今回の事業10項目のうち五つを委託というふ

うなことでございます。例えば市外向けの事業

としましては、移住交流のニーズについての調

査をすると。市内にある空き家を利用した体験

プログラムの設定をするといったことを、例え

ば置賜地域地場産業振興センターへ委託したい

と思っております。一方、移住交流者の受け入

れに対する市民の意識や市内の空き家や空き店

舗の実態については、利用可能な物件を把握し
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たい。また、市民の意識向上のための受け入れ

意識を醸成するためのセミナーをしたいという

ようなことで、長井まちづくりＮＰＯセンター

に相談をしているところでございます。 

 なお、ポータルサイトについてはＪＡＮのほ

うに相談をしているというようなことで、今回

は企画調整課が所管いたします。取りまとめに

ついても企画調整課のほうで取りまとめして、

最後には事業報告会を開催したいと思います。

その間には、各市内の団体の皆さんにお集まり

いただきながら協議をして、来年度以降の進め

方をまず検討していくというような考えでおり

ます。その段階までは、今年度は企画調整課で

して、以降、それぞれのケースによって庁内の

関係課あるいは庁外の関係団体との調整に入る

というふうに考えております。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 企画調整課が所管とな

ってこの事業を展開をする考えだということは

わかりました。きのうも少し触れられておりま

したけれども、私は、長井市に定住をしようと

考えておられる方々のニーズはやっぱりさまざ

まなんだろうと思うんです。いわゆる一般的な

定住要件ばかりではなくて、以前に佐々木謙二

委員が提案をされたことがあった、例えば農地

つきの住宅であるとか、あるいは農業を始めた

いと考えている方などもおられるわけで、そう

いったところへの対応、一般質問などでも話が

出ている新規就農対策などを進めていくために

も、その一助にしなきゃいけないのではないか

という思いもあるわけです。 

 こういった要望などにこたえていくためには、

単なる空き家あるいは空き店舗の調査だけでは

対応できないのではないかと感じます。いわば

それらの所管である例えば農林課であるとか、

あるいは農業委員会などで把握をしている情報

なども必要だと私は考えます。さまざまな要望

等にこたえられるような体制が求められるとい

うふうに思いますし、いかにしてこういう体制

を充実をしていくことができるのか、このこと

がこの事業を進める上で極めて大事なことと私

は考えます。 

 私は、その意味で、企画調整課が担当してい

くということだけではなくて、広く要望にこた

えるためには関係各課の連絡調整機関を設ける、

今ちょっと言われましたけれども、そのことも

必要だし、それこそこの間、子育て支援などで

は庁内プロジェクトが発足をしておりますし、

中心市街地の関係でもプロジェクトが発足をし

ているわけですけれども、そういった庁内プロ

ジェクトの設置も必要になるのではないかと考

えています。横の連携と必要と思われるデータ

の収集と蓄積、その上で私は、企画調整課が中

心となりながらも関係する複数の窓口があって

いい、そういうふうに考えています。そのこと

で幅広く取り組みを展開する体制をとれないか

というふうにも考えてるわけですが、この点で

の市長のお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 髙橋委員のおっしゃられることは、ごもっと

もです。今年度から取り組んだわけでございま

すので、まずさまざまな調査事業をしていく中

で、当然企画調整課のほうでは関係各課との連

絡調整を図りながら進めていく予定でおります

ので、まずすぐプロジェクトということではな

くて、将来的に、昨日、我妻委員からもありま

したように、１年で終わる事業ではございませ

んので、今後、ある程度長いスパンで検討しな

きゃいけないと思いますので、時期を見て、適

時プロジェクトチームなども必要な場合は、庁

内でそういったものを結成しながら体制を整え

ていくべきだというふうに思っております。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 そのプロジェクトに私、
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肯定するわけではないのですけれども、むしろ

横の連携を密にして、企画調整課が単独の窓口

とするのではなく、幾つかのチャンネルといい

ますか、窓口があったほうが取り組みが広がる

のではないかというふうに考えるわけですけれ

ども、そこについてのお考えについてだけ、も

う一回お聞かせをいただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 各課とまだ連絡調整がどの程度

進んでるか、ちょっと私、残念ながら把握して

ないんですが、例えば以前、佐々木委員からも

いろいろご提言いただいて、農地つきとか、あ

るいはクラインガルテンも利用できるような、

そういった定住の勧めなどもあるかとは思うん

ですけども、残念ながら現時点で例えば関係す

る農業委員会あるいは農林課、またまち・住ま

い整備課とか、そういったところでの窓口が整

備されておりませんので、きちんとしたデータ

がまだそろってないというふうに認識しており

ます。ですから、ようやく今年度100％支援の

補助事業を採択を受けて進めてまいりますので、

ぜひそういったところを、今すぐにはちょっと

難しいかもしれませんが、かなりそれぞれの課

では繁忙をきわめておりますので、その辺の仕

事の調整などを図りながら、やはり仕事はどん

どんどんどんふえていく状況ですので、じゃあ、

この仕事をだれだれさん、また担当しろよとい

うことではなくて、調整していくような体制を、

ちょっと上半期は難しいとしたら、下期にでも

体制をとれるようなふうに考えていかなきゃい

けないと思います。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 市長が言われるように、

まだこれからの取り組みですから、コンクリー

トすることはないと思います。だけど、ここの

課でなんてコンクリートしないで、私は柔軟に

取り組んでいただきたいなということだけ申し

上げておきたいと思います。 

 もう一つ大事だと思われる点についてですが、

これは実際に受け入れる町内会や自治会、地区

での対応が大事になると私は感じています。長

井の市民は、新規参入者や、よそ者には親切に

対応すると私は思っておりますが、置賜の中心

と言われているところでは、よそ者には冷たい

というふうに言われているところもあるようで

す。自治会や町内会あるいは各地区での取り組

みの機運を醸成していくということがこれから

は本当に必要なことだというふうに考えていま

すし、そのための取り組みが大切だと思います。

計画を見ると、実践セミナー形式の啓発活動を

行うというふうにしているわけですが、それも

大事なことだと思いますけれども、もっと地域

に合った具体的な取り組みを積み上げていくこ

とが大切ではないかと私は考えています。 

 例えば町内会や地区の空き家マップをつくっ

てみるとか、それぞれの町内会や地区にとって、

それらはどのように今後活用されれば、その地

域の市民生活が快適になっていくのか、あるい

は便利になるかなどといった話し合いが地図を

見ながら実践できるということができれば、新

たな地域づくりやまちづくりにつなげていくこ

とができるし、話し合うことで新たな地域での

目標も見えてくるのではないかと考えています。

通り一遍にこれから進めるというふうなことで

はなくて、この取り組みをより身近に展開する

ことで、町内会あるいは自治会が率先して定住

促進のためのＰＲをそれぞれがいろんな機会で

展開することができれば私は効果も大きいとい

うふうに考えています。 

 情報は集めましたと、データはそろえました、

それをいろいろな団体などに発信し、ＰＲして

いくというのは、これは行政で展開をする、行

政の仕事というふうになると思いますけれども、

長井市の場合は、それに町内会や自治会などの

取り組みも加えることができると。そういうふ

うになるよう工夫しながら進めることも大事な
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視点と考えているところですが、市長の見解を

お聞かせいただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 自治会や町内会、地区との連携強化というの

は大変重要な視点だと思います。以前から宅地

造成を始める際も、委員からは空き家とか空き

店舗の活用というようなご提言もいただきまし

たけれども、空き家とか空き店舗を活用する際

には、やっぱり相当な準備が必要だと思ってま

す。というのは、この冬のさまざまな対策で、

やはり空き家の、あるいは空き店舗の対応とい

うのが非常に重要になっておりますが、そうい

ったところの空き家というのは、１年、２年の

空き家じゃなくて、結構前からの空き家が多い

と。そうしますと、地元の皆様からいろいろ情

報を提供していただいて、空き家がどうなって

るかという状況とか、あるいは連絡先とか、そ

ういったところもやっぱり地元の人からお聞き

しないと、そういった空き家はなかなか利用し

にくい状況でございます。 

 空き店舗についても同様なんですが、ここは

宅建協会さんあたりで大分把握してるところが

あるんですけども、そういった調査を残念なが

らまだ進めておりませんので、これは何とかこ

としの秋ぐらいまで調査を進めるべく準備をし

てるんですが、法的な問題がいろいろありまし

て、県の対応などもいろいろお聞きしながら一

緒に進めていこうというふうに思っております。 

 髙橋委員のご質問の部分ですが、やっぱりい

ろいろな情報とか、あるいは長井の魅力を発信

できるような準備をして、例えば私のイメージ

としては、情報を発信して単独でお越しいただ

くというよりは、何かツアーみたいなものを募

集するんですね。イメージ的には、長井にいら

した方、問い合わせられた方に個々に対応する

んじゃなくて、年に何回かのツアーみたいなも

のを募集して、そこにお越しいただいた方にい

ろんなところを紹介して、長井のよさを知って

いただき、こういったこともできます、ああい

った可能性もありますよということをまず発信

する、あるいはご理解いただくと。 

 そういった中で、例えば住宅については、こ

ういう提供があります。例えば新たに家を建て

るときには、こういう土地がありますと。ある

いは空き家を活用されるときは、こういうとこ

ろですと。あと、空き家の農地つきの、例えば

農家にならないといけない部分がありますので、

これは簡単にはいかないんですが、まちなかの

空き地とか、あるいは少し閑静なところの空き

地とか、あるいは空き家ということで紹介する

わけですね。そういった中で気に入った方がい

らっしゃって、ぜひそことなった場合に、今度

は地元で、ある程度話を、地元の人との触れ合

いの場を設けるいうことになるかと思いますの

で、相当準備をしていかないと多分中途半端な

情報提供、情報発信になってしまうんじゃない

かなと思います。 

 ただ、地区とのかかわりというのは非常に重

要なもんですから、ここについては、空き家の

調査をする際に、実はねらいとして例えばそう

いった冬の、あるいは治安をよくするためとい

うこともあるんですけども、将来的には、そう

いう空き家などに、ほかから住んでもらうよう

な可能性もあるんですよということをお話しし

ながら地元の方と進めていく、そういうことあ

たりからまずスタートしたらいいんじゃないか

なというふうに思っております。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 市長が言われてる中身

は、行政での展開手法だというふうに思ってい

るんですけれども、私は、そこに地区とのかか

わりをやっぱり加えてほしいと、そういうふう

に思ってるんです。私は、機会がありまして、

県が主催する地域の防災組織のリーダー研修会

に参加をさせていただいたことがあるんですけ
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れども、そこでは、ワークショップという格好

で、その地域の地図を持ってきて、ここにどう

いうお年寄りがいて、介護が必要な人がいてと

全部落としていくんですね。そういうふうにし

ていくと、あるいはここは空き家でとか、ここ

に消火栓があってとかと全部落とすわけですけ

ども、そういうことをしていくと、その作業を

していくと、その地域の問題がわかってくるん

ですね。どういうふうにすればいいのかという、

今度は見る視点もやっぱり醸成をされるんだと

思うんです。だから、私はお願いをするという

のはおかしいですけれども、地区の機運を醸成

をするためには、そういう手法も含めて、例え

ばここの実践セミナー形式でというふうになっ

てますけれども、そういうことも含めて私は提

起をしていただきたいし、具体的に話し合いが

できる体制を進めていただきたいなというふう

に思ってるんです。 

 そういうことがある程度できれば、私は、３

万人復活という、これはスローガンだそうです

けれども、これは自分たちの住んでるところか

ら取り組むことができる、市民がかかわってい

くということが実践ができる大事なことだとい

うふうに思うわけで、そういう進め方をしても

らいたいなという意味で申し上げておりますの

で、そこだけ考えをお聞かせをいただきたいと

思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大変いいご提言をいただきまし

た。私、その県のほうで行ったセミナーという

ことは知らなかったんですが、実際そういうこ

との積み重ねがやはり地域のコミュニケーショ

ンのさらなる醸成とか、あるいはもう一回再構

築につながっていくわけですし、そういったこ

とをやっていく中で、やはり空き家とか、ある

いは空き地の活用とか、そういったことで、ま

た市民一人一人が地域を考え、また長井市の人

口をどういうふうにふやすかという、そんなこ

とにもつながっていくかと思いますので、ぜひ

地区との連携のあり方について再度検討させて

いただきたいと思いますし、髙橋委員のご提言

なども十分に活用させていただきたいと思いま

すので、これからもご指導いただければと思い

ます。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 どうか意を用いていた

だきたいと思います。 

 昨日、我妻委員は、本気度が試されるという

ふうに言われておりましたが、私も同感です。

長井の場合は、この種の事業展開は後発、後ろ、

スタートがずっとおくれてるわけです。全国の

自治体で、それぞれの地域の特色を生かした取

り組みが既に何年も前から展開をされてるわけ

ですし、きのうも市長の答弁にありましたけれ

ども、北海道では、道と市町村が一体になって

定住促進ＰＲを展開をしているわけです。私ど

も、かつての革新クラブで、安平町、これは競

馬の競走馬の町ですけれども、ここと伊達市の

取り組みを検証させていただきましたが、まさ

にさまざまな取り組みを積み上げているという、

そういう印象を持ったところでした。 

 計画では、長野県の飯山市を視察をするとい

うことのようですけれども、ほかにも展開をし

ている全国の取り組みを参考にしながら、体制

整備をぜひ図っていただきたいというふうに思

っています。さっきも申し上げましたように、

その取り組みを進めるに当たっては、行政目線

だけでなくて、やはり市民が、住民がいかに参

加できるかという視点で進めていただきたいと

いうふうなことを申し上げて、この項は終わり

たいと思います。 

 質問の第２は、長井市駅前広場（駅西広場）

は、このままでは荒れてしまうのではないかに

ついて、お伺いをします。 

 この駅西広場は、平成23年度から供用が始ま

っておりまして、１年ちょっとを経過をしたと
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いうことになると思います。私は、この公園の

整備については、いろいろな見方や評価があっ

たし、今もあることは承知をしているつもりで

す。しかし、それでも私は、総じてこれまでの

杉林で昼も暗くて、地面は水はけが悪く、湿地

帯という状態で、雑草が伸び放題になっていた

ときよりは数段改善をされたと感じていますし、

全体的にからっとして開放的に感じられること、

あるいは明るい感じを受けること、水路の整備

によって、特に南側は流れが見えて、すがすが

しく感じられること、長井の玄関はとてもよく

なったと私は感じてる一人です。 

 しかし、２年をかけて１億円以上も投下をし

て整備をしたこの駅西公園は、私は今、大事な

時期を迎えているのではないかというふうにも

感じています。私、今月に入ってから５回、き

ょうも行ったから６回目ですけども、あすこを

歩いて見ています。歩いていると必ず近所の人

がござって、話しかけていただいて、いろいろ

説明をいただいたり、問題点などを指摘される

ということが毎回実は続いております。その中

で、供用開始して１年ちょっとたった今、本当

に手をかけていくことを具体的にすることで、

この公園のよさをもっと生かせるのではないか

と。快適な空間としての公園に戻すことができ

るのではないかというふうに感じることが多く

ありました。逆に言うと、たった１年ちょっと

たったばっかりですが、今やっていかないと大

変なことになってしまうなと。結果的には、も

とのもくあみになってしまいはしないかという

ふうなところで感じておりますので、心配をし

ているわけです。そうならないために、以下具

体的にお伺いをしたいと思います。 

 私、６月１日に初めてというか、久しぶりに

行ったときに驚きました。公園と線路を隔てて

いるフェンスがあるわけですけれども、これは

さきの一般質問で町田議員が指摘をされてるよ

うに、かなり長い区間にわたってフェンスが倒

れてるんですね。これがまずびっくりしました。

同時に、このフェンスを越すような雑草が生い

茂ってるんです、ずっと。これには正直驚きま

したし、何だ、これはと。だれも何もしないだ

ろうかという残念な気持ちに実はなった状況が

ありました。 

 11日に一般質問があって、12日の朝、私、ま

た行ってみたんですけれども、変わってたんで

す。１つは、線路側のこのフェンス沿いの雑草

が刈られていたんです。これ見事に刈られてま

した。残念なのは、刈ったままで後始末はして

ないという、そういう残念さはありました。こ

れはうれしく思いました。もう一つは、倒れて

いるフェンス部分に市の職員の方がテープを張

って立入禁止という対応をされていたことでし

た。これは前の日に指摘があったばかりで、す

ぐに対応されたんだなと、うれしく感じました

し、一般質問の力ってすごいなというふうにも

感じたところです。 

 次に、６月14日に行ったわけですが、今度、

フェンスは修理をされてたんです。これはよか

ったなと思いました。だけど、仕事が速いと思

ったんですが、全部直ってないんですよ。何で

なのかなというのがとても不思議です。相変わ

らず南側の部分というのは直ってないので、今

も外れたままですね。なぜこういうふうになっ

たのか。なぜ全部直せなかったのかなというと

ころがちょっと残念なんですけども、これにつ

いて、今後どうするかも含めて、まち・住まい

整備課長にお伺いしたい。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げたいと思います。 

 フェンスにつきましては、雪の重みで外れた

んではなくて、ラッセル車の雪の圧力でボルト

が折れたというのが実態でございます。施工業

者のほうで保管しておりますボルトが10本ほど
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ありましたので、まず倒れた部分から先に直し

ていただいて、今その残り部分を取り寄せ中で

ございますので、材料が入り次第復旧したいと

いうふうに考えてます。以上です。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 それを聞いて安心しま

したけれども、だとするならば、テープはやっ

ぱり張っておいたほうがいいですね、終わるま

で。外れたまんまなんですよ。ここに近寄るな

という対応は、ぜひお願いをしておきたいなと

いうふうに思います。 

 ２つ目ですけれども、さっきも言ったフェン

ス沿いの雑草対策なんですけれども、これは山

形鉄道との間でどういう話し合いといいますか、

そういうふうになってるんですか。どっちが管

理するんだろうなって、とても悩むんですけれ

ども、線路側が特にひどいですね、ようやく刈

られましたけども。それっていうのは年間、例

えばこの時期にはどっちがどういうことで対応

するのかということがやっぱりちゃんとないと、

私はみっともないことになるなというふうに思

ってますし、刈ったまんまというのもよくない

わけですが、そういったところはどういうふう

に協議をされ、そして今後どのような対応をさ

れようと考えておられるのか、お聞かせいただ

きたい。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 フェンスで区切ってる場所の線路側について

は山形鉄道側の管理地になってまして、駅西で

整備されたフェンスの宅地側については、ま

ち・住まい整備課及び水路については建設課の

ほうで管理をしている状態でございます。以上

です。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 それはわかりましたけ

れども、いずれ、せっかくつくって、後でも言

いますけれども、改善しなきゃいけないのがい

っぱいありますけれども、整然としているとこ

ろはあるわけですよ。だけど、それはフェンス

を隔ててるわけですが、こっちはフェンス以上

に雑草が伸びてて見えない。やっぱり見た目に

も悪いし、玄関としてはふさわしくないと私は

感じました。だから、そこはさっき申し上げた

ように、この時期にはどっちが刈るのか、ある

いはこの時期はついでだから、こっちが刈ると

かということを決めていかないと、私は同じこ

とを繰り返してしまいはしないかという心配を

するわけですが、その点での考え方をお聞かせ

ください。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 大分伸びまして、私もちょっとびっくりした

ところがあるんですが、５月末に第１回目の除

草をする予定としておりました。ただ、スギナ

も生えてまして、どういった部分でそういった

雑草を抑えられるかというのを専門業者のほう

の指導も受けまして、今後徹底したいというふ

うに思います。 

 なお、ヨモギについては、やっぱり根っこか

ら取っていかないと、なかなか難しいというよ

うなご指摘がありまして、またスギナについて

は、一たん機械除草できれいにした上で除草剤

をまく。定期的に機械除草を行うことで芝が強

くなることで、効果的な雑草を抑えることがで

きるというふうな指導を受けておりますので、

そういったことで年間二、三回から４回ぐらい

の除草を行っていきたいというふうに思ってま

す。以上です。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 課長、先走って答弁を

されたようですけれども、私は、フェンス側の
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雑草対策の話をしているんであって、山形鉄道

との関係なんです。そこはちゃんと協議をして、

計画的にまずやってほしいと、そういう体制を

とってほしいというふうに申し上げてるんで、

そこだけもう一回お聞かせをいただきたい。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 なお、雑草に

関しまして具体的な調整を行っておりませんの

で、なお山形鉄道とその部分についても調整し

て、美化に配慮したことで年間の除草体制など

も話し合っていきたいというふうに思ってます。

以上です。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 ３つ目、水路について、お伺いをします。 

 さっき申し上げましたように、南側の水路と

いうのは水の流れが見えるんですね。流れる様

子もきれいだし、近所の方もわざわざ出ていら

して、本当にきちっと整備していただいて感謝

してますというふうにお礼も言われたんです、

私。これはよかったなと、良好な状態だなとい

うふうに思ってきたところです。 

 ただ、翻って、逆の北側の部分は全然違うん

です。近所の方がおっしゃるには、こっちは全

然だめと、見事なんですけども。私たちがしょ

っちゅう流れてくる雑草などを取り除かなきゃ

いけないし、取り除いても流れていかないと。

いわば水がはけていかないという状況で、見る

と、やっぱり流れはないし、水路の底というの

がとてもアオミドロだらけという状況になって

います。要は排水口から水がはけないことにあ

ることが一目でわかるわけですけれども、これ

って設計ミスですか、施工ミスですか、どっち

なんでしょうか。いずれにしても、このままで

は、あそこの水は死んでしまって、いわゆる湿

地帯で蚊が発生するからということで、あそこ

を工事したわけですけれども、同じような状態

になってしまう可能性だってあるわけですね。

そういうことを改善しなきゃいけないと思いま

すけれども、どのようにお考えなのか、お聞か

せをいただきたい。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 今、髙橋委員からご指摘を受けました北側の

せせらぎ水路については、砂押川から一部分水

しまして、南側にバイパスの水路で持っていっ

て、せせらぎ水路に放流して、また本流へ戻す

というような構造になってます。それで、本流

側の水位が高いことで水はけが悪いというよう

な状況ですので、もう少しバイパス水路の水量

を調整して本流側の水位を下げれば流れもよく

なるし、もう少し藻や沈殿した泥などについて

も改善できるんじゃないかと思います。 

 あと、ごみがひっかかって、なかなか水の流

れが悪い部分については、余りにもスクリーン

が細かいというようなことがありますので、そ

の部分についても改善すべきだなというふうに

感じたところです。以上です。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 改善していただくのは

いいんですけれども、具体的にこれ工事をやり

直さないとだめですよね。それって、いつから

どういうふうにと考えておられますか。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 その部分につ

いては、建設課と今打ち合わせ中でありまして、

今年度中になるべく早い時期に改善を図りたい

というふうに考えてます。以上です。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 それから、４つ目ですけれども、これは今度

は雑草の対策の話です。北側から駅西公園に入
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ると、とてもきれいです。芝生がずっと緑で、

とてもきれいなんです。雑草はほとんどありま

せん。ところが、駅のプラットホームにかかっ

てくるあたりから雑草がすごいんです、ずっと、

南側。この違いは何だと、こう思うわけです、

いつも。言われてるように、ヨモギあるいはク

ローバーと言われるシロツメクサですか、ある

いはチガヤ、スギナ、そして多分ヨシの一種だ

と思いますけれども、どんどんつるになってい

く種類の、いわば川原なんかに生えている、そ

ういう種類の雑草、あるいはあとはわけのわか

らない雑草などがそこここに一面に生えてると

いう状態で、このままでは私は芝生が見えなく

なってしまう、うせてしまうのではないかと、

こういうふうに思います。放置しておくと、南

側一帯というのは芝刈り機は要らなくて、草刈

り機が必要という状態になってくるんだと思う

んですよね。これはやっぱりだめだと。せっか

く整備したものが生きないわけですから、何と

か今対応しなきゃいけないと思うんです。 

 先ほど課長が言われましたけれども、私はや

っぱり専門家に見てもらって、張った芝をいか

に生かすかという指導をちゃんとしてもらって、

抜いたほうがいいものは抜くと、あるいは違う

方法がいいものは、薬を使う方法もあるようで

すけれども、そういった指導をちゃんとしてい

ただいて対応しなきゃいけないんだと思うんで

す。その方法を教えていただければ、私も何度

か行ってヨモギなどは抜いてますけども、しか

し、素人がやったんではまずいだろうなと思い

ますが、そういう指導をしていただければ、市

民だって近所の方だってやれるんだと思うんで

すね。 

 そこで、お伺いをするわけですけども、まず

北側と南側の違いって、何であんなに違うのか

ということが１つ。それから、そういう具体的

な指導を受けて、非常に手間のかかる手作業で

やるしかないことになるわけですけれども、や

っぱり近所の、付近の方々、地域の人たちも含

めてお願いをする必要があるんだろうと思うん

です。そういう体制をとれないのかどうか。ぜ

ひ考えてることをお聞かせをいただきたいとい

うふうに思いますし、私が見た限りでは、あの

ようになったら単年度で何とか回復しましょう

というのは無理だと思うんです。多分手作業を

ずっとしていって、３年ぐらいかけないと北側

のような芝生にはちょっとできないのかなとい

うふうに思ってますが、そういうスパンで対応

しなきゃならないというふうに思っているわけ

ですけども、どういうふうにされようとしてい

るか、お聞かせをいただきたい。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 南側と北側が芝生の状況、雑草の状況が大分

違います。北側については、沿線の地区の皆様

を中心にボランティアで除草作業を行ってる関

係で、きれいになってるものと思います。南側

についても機械除草で何回かしてもらった経過

はあるんですが、やっぱりヨモギなどは根っこ

から取らないとなかなか難しいということもあ

りますので、先日、専門会社のほうから、いろ

いろなご指導、ご意見をいただいたところでご

ざいます。やはりヨモギなどの大きくなる部分

については根っこから取らないとだめですよと。

あと、スギナについては、根っこからはちょっ

と難しいので、それは機械除草で一たん刈って、

そしてある程度芝を枯れないような除草剤をか

けると。定期的に機械除草をすることで芝が太

く丈夫になることによって雑草が抑えられるの

で、そこは少し時間をかけてやるしかないとい

うような、髙橋委員からお話があったようなこ

との指導を受けておりますので、今後、そうい

った意味では、徹底していきたいというふうに

思ってます。以上です。 
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○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 私、一概には言えませ

んけれど、あそこをやっぱり整備をして、大事

にしたいなと思ってる市民の方が結構いらっし

ゃると思うんですよ。そういう人たちにやっぱ

り対応を、お手伝いをお願いをするということ

だって一つの方法だと思います。ただ、その際

に、これはこうだよと、草の種類ごとに対応を

教えていただかないと、勝手にいろんなことを

やったんではまずいんだと思うんです。そうい

う機会をぜひ私は１回つくっていただきたいと。

その旨を地元にもきちんと説明をしてお願いを

するという、そういうことが非常に求められて

いるんだと思うんですが、そこはどうですか。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 改めて地区の

地区長さんを通じまして、中道地区の皆様には

そういった説明をすることが１つと、あと駅の

協力会でも駅西のほうの管理について今年度か

らお手伝いいただけることになりましたので、

そういう意味では、具体的な方法等についても

なお明示しながら、今後、協働の管理体制を徹

底していきたいというふうに考えてます。以上

です。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 わかりました。ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 さらに、市長にお伺いをしますけれど、公園

を歩くたびに、先ほども言いましたけれども、

必ず近所の人が出てこられて、言葉をかけてい

ただきます。感謝の言葉もありますし、ただ、

多いのは改善点に対しての要望あるいは指摘で

す。地域としては、担当課に話をしても、なか

なか改善しないのよということが言われるわけ

です。私は、ボランティアのあり方とか、今回

の議会でもいろいろ言われておりますけれども、

やっぱりかかわる行政側の姿勢といいますか、

指摘をされてるところはあるわけですけども、

ここにも具体例があるなというふうに感じたと

ころです。一度地元にお願いをすれば、後は地

元がやってくれて当たり前などとは考えてない

と思いますけれど、往々にしてお願いしっ放し

になっていて、地元からの要望や声はなかなか

届きにくいという傾向に陥っていないか、私は

検証をすることか必要な時期にあると感じてい

るんです。 

 市民との協働というふうに言われて久しいわ

けですし、まちづくり基本条例の中でも、それ

はきちっとうたっているわけですけれども、そ

れを実践をしていくには、やっぱり地域のお願

いをしている方々との話し合い、あるいは要望

を聞く、それにこたえたり改善を図っていく、

あるいはそういうことを通じて、引き続き地元

の皆さんから気持ちよくお手伝いをいただくと

いうことにつなげていく努力が必要なんだし、

姿勢が必要なんだと私は感じるわけですが、そ

ういう意味では、もう少し行政側も意を用いて

いく必要がある、丁寧な対応が必要なのではな

いかと感じているわけですけども、ほかの事業

についてもですよ。この件について、ぜひ私は

改善を図っていただきたいというふうに思って

いるわけですが、市長の見解をお聞かせをいた

だきたいと思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 髙橋委員と同じように、私も６月１回、５月

１回行って、同じようにたくさんの人がいっぱ

い話しかけていらっしゃいまして、最初に行っ

たときは30分ぐらい、いろいろ批判と、よかっ

たということを含めて言っていただきました。

それだけ感謝もしてるんだけども、もっともっ

とよくしたいから、行政でここの部分はやって

ほしいということを、市民の切実な声だという

ふうに思いました。 

 まち・住まい整備課と建設課のほうに来てい
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ただいて、まず最初は草の管理もそうなんです

が、水のほうを、これはちょっと深刻だから、

早く対応しないといけないんじゃないかと。そ

ちら草のほうなんかは除草とか、そういった整

備については、やはりしっかりと維持管理をす

るようにということで済むわけですけども、予

算については、必要なところは何とかまずこと

しはあるところで、来年はきちんと手だてして

いこうと。 

 ただ、水については、かなり問題だなと思っ

て、それで、先ほど浅野課長のほうから少し工

事も含めて検討していくということでしたが、

幸いにも会検のほうも終わりましたし、必要な

部分はある程度変えられると。それから、草を

取り除くスクリーンがあるんですが、あれも小

さかったりとか、とにかくちょっと現状に合っ

てないなというふうに思いましたので、これを

ぜひ早急に講じてまいりたいと思います。 

 質問の部分でございますが、あすこの親水公

園に限らず、たくさんいただいております。例

えばこの間の座談会では、最上川の桜づつみ、

もうかなり老朽化してるけども、何とかしてほ

しいと。何ともなんないよなというお話をした

んですが、じゃあ、どうしようもないところか

ら切らせていただくしかないと思うんだけども、

切ったら切ったで批判をかなり受けるんですね。

ですから、そういったことを地元と一緒に話し

合いしながらやっていきましょうと。もう少し

丁寧なやっぱり対応をしていきたいと思ってま

す。 

 これは市の公園等を含めて、さまざまな部分

がたくさんありますので、そこはぜひきちっと

進めていかなきゃいけないと思います。ただ、

余りこれもだめ、あれもだめと言いますと、結

局担当職員とか市のほうでは、じゃあ余計なこ

とをしないといいんだねと、何もしないと、何

もつくらないといいと、こうなるわけですよね。

そうならないように、ですから、例えば桜も植

えたいと。そうすると、必ずやっぱり我々管理

する側は、市民に植えていただくのはありがた

いけども、管理は全部我々の責任になると。だ

から、そこのところは植える側もちゃんと認識

して、後々植えたっきりで、あれはおれが植え

たんだと、でも、汚いからきちんと管理しろ、

これはないだろうと。やっぱりそういったとこ

ろの部分も市民とよく分かち合えるような、そ

ういう機運をもっともっと我々市側から醸成し

なきゃいけないと思っております。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 ちょっと一例を引いて

いるので、そこが悪いとかいいとかという問題

ではないんです。そこはお酌み取りをいただい

て、私はやっぱり意を用いてもらいたいなと思

うんです。往々にしてあるのは、１回お願いし

て、いい、いいというふうになって、後は全然

顔も見せないみたいなところがいっぱいあるわ

けですから、それもやっぱり少し考えていただ

きたいなというふうに思います。 

 質問の第３に入りますが、都市再生整備事業

の考え方について、お伺いをいたします。 

 ３月定例会以降、昨日までの定例会で、この

事業に関する質疑がありました。質疑を聞いて、

私はだんだん整理がつかなくなっている自分を

感じております。通常であれば、質疑や議論を

重ねれば事業の内容やねらい、あるいは目指す

ところなどというのはだんだんと見えてくるも

のと考えておりましたけれども、この事業につ

いては、質疑を重ねれば重ねるほど、新たにい

ろいろなものが出てくるという繰り返し、なか

なか整理がつけられないという状態にあるのは

私だけではないのではないかというふうに思い

ます。 

 ３月に長井市観光振興計画現況調査報告書が

出され、私はそしゃくできないままに判断でき

ないと感じましたし、時間が欲しいと申し上げ

ました。以降、そしゃくする機会を得ないまま
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に時が過ぎて、６月には定例会開会後に観光交

流拠点施設基本計画書が出されるという状態で

す。私の理解では、この６月定例会の焦点とい

うのは、観光交流拠点施設をどうするかという

ことであって、都市再生整備事業全体のうちの

事業計画に関する調査などということではない

のだなというふうに感じておりました。ですか

ら、いわゆるかわと道の駅と付随をして計画を

されている緑地公園というところで議論をやっ

ぱりきちっとしなきゃいけないなというふうに

求められているんだというふうに私は理解をし

てましたし、その旨で実は発言通告もしたとこ

ろです。しかし、実際そういうふうになってる

かというと、そうじゃなくて、いろんな問題が

また出始めております。 

 私は、緑地公園のことで議論をしたいなと思

って今回通告をさせていただきましたけれども、

過日、開催をされました産業・建設委員会の会

議録を見て、びっくりしたんです。どういうこ

とが言われているかというと、委員から１億

6,100万円をかけて整備をする予定である中身

を聞かれたときに、維持管理もどうするのかと

いう質問に対して、課長、こういうふうに答え

られているんですね。そんなにグレードの高い

ものは目指してないのだと。図面でいう緑のと

ころは、全部芝を張るわけではないのだと。駐

車場は舗装するわけではないのだと。砂利を敷

いて、それで終わりの程度のものを考えてるの

だという、そのくだりを読んだときに、ああ、

その程度のものなのかと。だったら、何もなく

てもいいのでないかというふうな思いが募った

わけです。 

 私は、やっぱり当初計画というか、現況調査

報告書提案編も含めて出されたもの、それから

それ以降の資料、そして基本計画書を見れば、

すごいもの、説明によれば、かわと道の駅の建

物から東側の河川を見たときに、ああ、あそこ

さ行ってみたいなと思えるものをつくるんだろ

うと思っておりましたけれど、どうもそうでは

なさそうだと。だとすれば、何も付随して無理

くり緑地公園は整備する必要がないのでないか

というふうに感じたわけです。その程度のもの

を想定をしておられて、そこは全部やっぱりそ

れでも緑地公園というのは整備をしなければい

けないというふうにお考えなのでしょうか、市

長。もう一回お聞かせをいただきたい。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 その緑地公園の件については、

緑地公園だけを目的とするものではなくて、い

わゆるかわまちづくりで整備いただきました船

通し水路あるいはかつて藩の船着き場があった

跡地、そういったところにつなげていくための

動線、なおかつ後々クラインガルテンみたいな

形で農業を、菜園を楽しむことができるような

スペース、そして駐車場、そういったところを

総体に考えておりまして、この質問でちょっと

奇異に感じたのは、緑地公園というのは、そん

なメニューはあったのかなというふうに私は思

ったんですが、そういったことではなくて、河

川公園ということで考えておりましたので、緑

地公園というよりも全体の公園というふうに私

は考えておりますので、そこのところのちょっ

と認識が違ったのかなというふうに思ってます。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 いろいろ資料があって、

私は、この最上川緑地公園だというふうに理解

をしておりましたから、この言葉を使わせてい

ただいたんですけれども、そういう私の理解だ

ということはご理解をいただきたいと思います。

私は、市長が言われる中身を具体化するために

整備をするというふうなことについても、なか

なか理解が進まないんです。ちょっと時間がな

いので、やりとりはこれ以上ちょっとできませ

んけれど、私はまず率直に申し上げますが、３

月のいわゆる山形鉄道からもらった報告書、そ

れから今回の基本計画書などを見て、整備をさ
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れるであろう幾つかの事業の中で、一つは、角

野栄子さんの例えば美術館といいますか、記念

館といいますか、この整備はやっぱりいいだろ

うと。だけど、付随してフラワーガーデンをつ

くるというところはまだ勉強不足だし、議論が

必要、理解が進まない。もう一つは、かわと道

の駅は、これはやっぱりいいだろうと。だけど、

付随して最上川沿いに４町４畝の公園を整備す

る必要が私は見当たらないというのが私の率直

な気分です。だから、一般質問でも、４つ全部

しなきゃならないのか、部分的にするというこ

とはできないんだろうかというふうに質問をさ

せていただいてます。そういうことで議論でき

ないのでしょうか。 

 何か議事録を見て、あるいはきのうのやりと

りを見て感じるのは、今度は国交省が出てきて

みたりするもんだから、とってもややこしくな

って、しかも協議会では、委員の質問に対して

課長の答弁は、今の段階でできないという内容

のものが繰り返されてるわけですけれども、そ

ういう中で、なかなか議論して判断できないな

というのが率直な私の今の考え方なんですけれ

ども、そこについてはどう思われますか。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 少し話を自分なりに整理をいた

しますと、このたびまだ議会のほうには都市再

生整備計画はお認めいただいてないという認識

なんですね。これは間違いないと思ってます。

それは説明不足等々あるいは資料をきちんとお

示しできなかったということもあって、３月で

は、いわゆる都市再生整備計画の部分は修正で

削られたということでありますので、今回、全

体像をまずお示ししたいということで委託事業

をさせていただきたいと。その中で全体像を示

しながら、ここはどうのこうのというような議

論を深めていければなと。今の段階でちょっと

私もかみ合わないわけですね、どこか資料を見

て一緒に話してるわけじゃないもんですから。

ですから、その全体像をまずやっぱりお示しさ

せていただきたいと。 

 それが３月の修正案可決に対する私としての

反省ですし、それを真摯に受けとめながら、や

はり全体像をもう一回話ししながら、例えば角

野さんの記念館的なものは今回の都市再生整備

計画では考えていないんですね。別の事業を組

み合わせてやるべきであろうと。それはどこで

事業主体するかも、これもこれからですけども、

例えば経産省の事業であったりとか、さまざま

な事業、例えばあとは農家レストランの部分も

今回は全然組み入れてませんので、そういった

ところも別なやっぱり農水省とか、経産省の事

業もあるんですが、そういったところも組み合

わせながらというふうに考えておりますので、

まずは全体像を１回お示しさせていただければ

というふうに思ってます。 

○安部 隆委員長 髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 時間がありませんので、

最後に一つだけ申し上げますけれども、今回の

業務委託をするということで言われているのは、

議会からの求めがあったからということも理由

の一つになったというふうに思います。だけど、

議会で、それでは、これは必要ないと、議会は

求めていないというふうになれば、これは今回

落とすというお考えはおありですか。ここのと

ころだけお聞かせをいただいて、質問を終わら

せていただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 それは議決をいただいた後で、

ちょっと検討させていただきたいというふうに

思います。 
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